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サーバと端末を含むシステムについて、当該システムを構築するための行為の一部が電気
通信回線を通じてわが国の領域外からなされたり、当該システムの構成の一部であるサー
バがわが国の領域外にあったりする場合でも、当該システムを構築するための行為やそれ
によって構築されるシステムを全体としてみれば、当該行為が実質的にわが国の領域内に
おける生産に当たると評価できるときは、これにわが国の特許権の効力が及ぶと判示した
事例

―コメント配信システム事件―
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Ｘ（原告・控訴人・被上告人）は発明の名称を「コメント
配信システム」とする特許第6526304号に係る特許権（Ｘ特
許）を有しており、Ｘ特許の特許請求の範囲における請求項
１および２に記載された各発明（Ｘ発明）はシステムに関す
る発明である。Ｘ発明は、動画および動画に対してユーザが
書き込んだコメントを表示する端末装置と当該端末装置に当
該動画や当該コメントに係る情報を送信するサーバとをネッ
トワークで接続したシステムに関するものであり、動画上に
表示されるコメント同士が重ならないように調整するなどの
処理を行って、コメントを利用したコミュニケーションにお
ける娯楽性の向上という効果を奏する。
Ｙ（被告・被控訴人・上告人）は動画配信サイトの運営な
どを業とする米国ネバダ州法に基づいて設立された法人であ
る。Ｙはわが国に在住するユーザに向けて、インターネット
を通じて複数の動画共有サービス（Ｙサービス）を提供して
おり、Ｙサービスは動画の再生に併せてユーザによって書き
込まれたコメントを表示するものである。
ＹはＹサービスを提供すべく米国内でウェブサーバ、コメ
ント配信用サーバおよび動画配信用サーバを設置・管理して
いるところ、そのうちのウェブサーバから、インターネット

を通じ、ユーザの使用に係るわが国に所在する端末（ユーザ
端末）に対し、HTMLファイルおよびプログラムを格納した
ファイル（JavaScriptファイルなど）を配信している（Ｙ配
信）。もっとも、Ｙサービスの一部に係る動画配信用サーバは、
第三者が設置・管理するものであり、わが国に所在する場合
としない場合があり得る。
Ｙ配信は、ユーザがわが国に所在するユーザ端末を使用し、
Ｙサービスに係る動画を視聴するための各ウェブページ（Ｙ
ページ）にアクセスすると、前記プログラムを格納したファ
イルなどを米国に所在する前記ウェブサーバから送信し、
ユーザ端末にダウンロードさせるものである。
Ｙ配信がなされると、動画再生ボタンの押下を要する場合
があるものの、ユーザ端末はＹファイルの記述に基づいて自
動的にインターネットを介して接続された前記動画配信用
サーバおよびコメント配信用サーバにそれぞれ動画およびコ
メントに係るデータファイルを要求し、これらのファイルを
受信してコメント同士が重ならないように調整したうえで、
動画にコメントを重ねてユーザ端末上で表示するなどの処理
を行うことになり、ユーザ端末とＹ動画配信用サーバおよび
Ｙコメント配信用サーバを含むＸ発明の技術的範囲に属する
システム（Ｙシステム）が構築される。
本件は、ＸがＹに対し、Ｙによる上記の行為はＸ特許を侵
害するものであるとして、Ｙの行為の差止めおよび損害賠償
などを求める事案である。本件訴訟の主要な争点は、わが国
の領域外から領域内へとインターネットを通じてファイルを
送信することなどにより、わが国の領域外に所在するサーバ
と領域内に所在する端末とを含むシステムを構築するＹの行
為が特許法（以下、特）２条３項１号所定の生産に当たり、
わが国の特許権を侵害するか否かである。

◆事案の概要

［Ｙシステムのイメージ」

日 本 米 国

Ｙの各サーバユーザ端末

コメント同士が
重ならないよう
に表示する。
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第一審（東京地判令和４年３月24日）※１は、同号所定の
生産に当たるためには特許発明の全ての構成要件を満たす物
が日本国内で新たに作り出されることが必要であるとしたう
えで、Ｙシステムのうち日本国内の要素であるユーザ端末だ
けではＸ発明の全ての構成要件を充足しないとして、ＹがＸ
発明を日本国内で実施したとはいえず、ＹによるＸ特許の侵
害は認められないとして、Ｘの請求を棄却した。
控訴審（知財高判令和５年５月26日）※２は、ネットワー
ク型システムを新たに作り出す行為が同号所定の生産に該当
するか否かは、当該システムを構成する要素の一部である
サーバが国外に存在する場合でも、当該行為の具体的態様、
当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが
当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用に
より当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の
特許権者の経済的利益に与える影響などを総合的に考慮し、
当該行為がわが国の領域内で行われたとみられるときは生産
に該当すると解するのが相当であるとして、ＹによるＹシス
テムの生産は日本の領域内で行われたと認められるから、Ｘ
発明の生産に当たるとして、Ｘの請求を一部認容した。
これに対し、Ｙはわが国の領域外でＹ配信を行っているに
すぎず、また、Ｙシステムの一部はわが国の領域外にあるこ
とからすれば、特許権に係る属地主義の原則に照らし、わが
国の特許権の効力が及ぶ行為には当たらないというべきであ
るから、上記控訴審判決には法令の解釈適用の誤りおよび判
例違反があるなどとして上告したのが本件上告審である。

◆判旨－上告棄却－
「我が国の特許権の効力は、我が国の領域内においてのみ
認められるが……、電気通信回線を通じた国境を越える情報
の流通等が極めて容易となった現代において、サーバと端末
とを含むシステムについて、当該システムを構築するための
行為の一部が電気通信回線を通じて我が国の領域外からさ
れ、また、当該システムの構成の一部であるサーバが我が国
の領域外に所在する場合に、我が国の領域外の行為や構成を
含むからといって、常に我が国の特許権の効力が及ばず、当
該システムを構築するための行為が特許法２条３項１号にい
う『生産』に当たらないとすれば、特許権者に業として特許
発明の実施をする権利を専有させるなどし、発明の保護、奨
励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に沿わ
ない。そうすると、そのような場合であっても、システムを

構築するための行為やそれによって構築されるシステムを全
体としてみて、当該行為が実質的に我が国の領域内における
『生産』に当たると評価されるときは、これに我が国の特許
権の効力が及ぶと解することを妨げる理由はないというべき
である。
Ｙ配信は、プログラムを格納したファイル等を我が国の領
域外のウェブサーバから送信し、我が国の領域内の端末で受
信させるものであって、外形的には、Ｙシステムを構築する
ための行為の一部が我が国の領域外にあるといえるものであ
り、また、Ｙ配信の結果として構築されるＹシステムの一部
であるコメント配信用サーバは我が国の領域外に所在するも
のである。しかし、Ｙシステムを構築するための行為及びＹ
システムを全体としてみると、Ｙ配信によるＹシステムの構
築は、我が国所在の端末を使用するユーザが本件各サービス
の提供を受けるためＹページにアクセスすると当然に行われ
るものであり、その結果、Ｙシステムにおいて、コメント同
士が重ならないように調整するなどの処理がされることとな
り、当該処理の結果が、Ｙシステムを構成する我が国所在の
端末上に表示されるものである。これらのことからすると、
Ｙ配信によるＹシステムの構築は、我が国でＹサービスを提
供する際の情報処理の過程としてされ、我が国所在の端末を
含むＹシステムを構成した上で、我が国所在の端末でＸ発明
の効果を当然に奏させるようにするものであり、当該効果が
奏されることとの関係において、前記サーバの所在地が我が
国の領域外にあることに特段の意味はないといえる。そして、
ＸがＸ特許を有することとの関係で、上記の態様によるもの
であるＹ配信やその結果として構築されるＹシステムが、Ｘ
に経済的な影響を及ぼさないというべき事情もうかがわれな
い。そうすると、Ｙは、Ｙ配信及びその結果としてのＹシス
テムの構築によって、実質的に我が国の領域内において、Ｙ
システムを生産していると評価するのが相当である」

◆評釈－結論賛成・理由反対－
１．本判決の位置付け
本判決は、サーバと端末を含むシステムについて、当該シ
ステムを構築するための行為の一部が電気通信回線を通じて
わが国の領域外からなされたり、当該システムの構成の一部
であるサーバがわが国の領域外にあったりする場合でも、当
該システムを構築するための行為やそれによって構築される
システムを全体としてみて、当該行為が実質的にわが国の領
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域内における生産に当たると評価できるときは、これにわが
国の特許権の効力が及ぶと解し得る旨を判示する。
本判決と同様に、わが国の領域外に特許発明を構成する要
素の一部があったり、それを実施する行為の一部が行われた
りした場合に、わが国の特許権を侵害するか否かが争われた
事例としては、以下のようなものがある。
大阪地判平成12年10月24日「製パン器事件」※３は、日本

の実用新案権は日本国内にしか効力を有しないため、当該物
品が日本国外に存在する場合、そこに具現された技術的思想
に対して日本の実用新案権の支配力は及ばないから、登録実
用新案の実施である譲渡といえるためには、当該譲渡の対象
物が日本国内に存在しなければならない旨を判示する。
東京地判平成13年９月20日「電着画像の形成方法事件」※４

は、特許発明の構成要件の一部に係る工程が日本国外に所在
する者によって実施される場合、日本国内で当該特許発明の
技術的範囲に属する行為を完結していないことになるから、
当該特許発明を日本国内で実施しているとは評価できない旨
を判示する。
東京地判平成19年２月27日「多関節搬送装置事件」※５は、

特101条１号所定の「その物の生産にのみ使用する物」とい
う要件が予定する「生産」は日本国内の生産を意味するもの
と解すべきであるから、日本国外の生産に使用される物を国
内で生産する行為についてまで特許権の効力を拡張する場合
には、属地主義の原則により日本の特許権者が本来当該特許
権によって享受し得ないはずの国外の実施による市場機会の
獲得という利益まで享受し得ることになり、不当に当該特許
権の効力を拡張することになる旨を判示する。
上記のとおり、従前の判例はわが国の特許権の効力がわが
国の領域内においてのみ認められるといういわゆる属地主義
を厳格に捉え、わが国の領域外に特許発明を構成する要素の
一部があったり、領域外でその実施行為の一部が行われたり
した場合に、わが国の特許権の侵害を否定するものが多かっ
た。これに対し、本判決は少なくとも従前の判例と比較して
同原則を柔軟に捉え、そのような場合でもわが国の特許権の
侵害を肯定し得る旨を判示した点に先例的意義がある。

２．Ｘ発明のカテゴリーと生産該当性について
本判決はネットワーク型システムに係るＸ発明を物の発明
と捉えたうえで、特２条３項１号所定の物の発明に係る実施
行為の一つである生産に該当するか否かを判断している。

従前、物の発明とは技術的思想が有体物に具現化された経
時的な要素を含まない発明のことであり、方法の発明とは経
時的な要素を含む発明であるとされてきた※６。
しかしながら、2002年の法改正により、特許法の規定上、

情報財であるプログラム等が物の発明として取り扱われるよ
うになった。プログラムは電子計算機に対する指令であって
一の結果を得られるように組み合わされたものであるから、
無体物であって経時的な性格を帯びるものである※７。
そこで、その実施行為として使用以外に生産および電気通
信回線を通じた提供を含む譲渡等を観念できる発明が物の発
明であり、その実施行為として生産および譲渡等を観念でき
ない発明が方法の発明であるともされている※８。
ここで、生産とは広く物を作り出す行為のことであり、い

わゆる工業製品などの製造に限らず、組み立て、構築、成型、
植物の栽培といった行為も含まれる※９。特にＸ発明のような
ネットワーク型システムの発明に係る生産とは、インター
ネットなどのネットワークを通じてサーバやユーザ端末と
いった複数の構成要素を接続し、互いに有機的な関連性を持
たせることで、全体として当該発明に係る全ての構成要素を
充足するシステムを新たに作り出すこととされる※10。
そうすると、Ｘ発明は生産し得るものであるから物の発明

に該当し、Ｙ配信によってＹシステムが現出するところ、こ
れは特２条３項１号所定の生産に該当する行為である。

３．属地主義の原則について
本判決は、いわゆる属地主義を前提としながら、わが国の

領域外に特許発明の構成要素の一部があったり、領域外でそ
の実施行為の一部が行われたりした場合であっても、わが国
の特許権の効力が及び得る旨を判示する。
まず、属地主義の文言は多義的であるが、本判決との関係

では、これをわが国の特許権の効力はわが国の領域内に収ま
るものであると捉える見解（便宜的に「領域限定説」と呼ぶ）
と、そのように収まるものではないと捉える見解（便宜的に
「領域無限定説」と呼ぶ）に大きく分類できる。
領域限定説は、本判決と同様に、特定の国における特許権

の効力は当該国の領域内にしか及ばないとする見解である※11。
領域限定説には、特許法の規定を国際私法上の強行的適用法
規として捉え、一定以上の密接な関連性があれば常に適用さ
れるものとして、その国際的な適用範囲を個別に決定してい
くべきであるとする見解も含まれ得る※12。
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このような領域限定説の見解によれば、必然的にわが国の
特許権の効力が地理的にどこまで及び得るのかを考察すると
いうアプローチをとることになる。
領域限定説に属する見解は、上記のような意味の属地主義
を正当化する根拠として、各国の産業政策を相互に尊重すべ
きであること※13、属地主義が明文の規定で定められていな
くとも国内法または国際法の当然ないし暗黙の前提とされて
いること※14などを挙げるが、特許権ないし特許制度が多分
に国家的な色彩が強いことを重視しているように思われる。
これに対し、領域無限定説は、国際私法により準拠法とし
てわが国の特許法が適用される場合にあっては、実質法であ
るわが国の特許法が適用される範囲ないしそれが規定するわ
が国の特許権の効力が及ぶ範囲は必ずしもわが国の領域に限
定されるものではないとする見解である※15。
上記のような領域無限定説の見解によれば、少なくとも理
論上わが国の特許権の効力は地理的に際限なく及び得ること
になり、他の法域の特許権などと抵触を生じ得るから、いず
れの法を適用すべきかを考察するというアプローチをとるこ
とになる。そうすると、法の適用に関する通則法（以下、通
則法）などに基づき、準拠法を選択し、それを適用すること
につながり、第一義的には通則法17条本文に基づき加害行為
の結果発生地の法が適用されることになる。
領域無限定説に属する見解は、属地主義の原則それ自体が
多義的であり、国際法上も国内法上も明文の規定によって定
められているものではないこと※16、無体物は有体物と比較
して法域とは無関係に流通しやすいところ、行為者にいずれ
の法域の法が適用されるか、そして自己の行為が他人の知的
財産権の侵害に当たるか否かを予測できるようにする点に属
地主義の効用があること※17を重視しているように思われる。
もっとも、両見解のいずれによったとしても、わが国の特
許法が渉外的要素を有する特許権の侵害について適用され得
ることを認めている点において違いはない※18。すなわち、
本判決のような領域限定説の立場に立つ見解にあっても、本
件のような場合にわが国の特許権に対する直接侵害が成立す
る場合があるとする見解が多数である※19。
その理由としては、わが国の領域外に特許発明を構成する
要素の一部を置いたり、わが国の領域外でそれを実施する行
為の一部を行ったりするだけで、容易にわが国の特許権の侵
害を回避することができるとすれば、わが国の特許権の保護
にもとるといったことが挙げられる※20。

とりわけ、Ｘ発明のようなネットワーク型システムの場合、
一般的にサーバを設置する場所によって当該システムの利用
に実際的な影響が生じることはなく、これをわが国の領域内
に置くか領域外に置くかで実質的な差異はないところ、わが
国の領域外にサーバを設置することも現実にあることから、
特許発明を構成する要素の一部をわが国の領域外に置いた
り、それを実施する行為の一部をわが国の領域外で行ったり
することが一層容易であると考えられるためである※21。
ただし、本判決のように領域限定説の立場に立つのであれ
ば、例外的にわが国の特許権をわが国の領域外に及ぼす場合
には、以下のようにそれを正当化する理由が必要になる。
特にオンラインで生産された物が専らわが国に所在してい
る場合、またはそのような生産物がわが国を含む世界中に所
在している場合にわが国に所在する者がその生産の成否を決
定していることを要する旨を述べる見解（便宜的に「生産物・
生産者所在地説」と呼ぶ）※22、わが国の領域内で主たる行
為が行われていることを要する旨を述べる見解（便宜的に「行
為地説」と呼ぶ）※23、わが国の領域内で特許発明を構成す
る主要な構成要件が物理的に動作していること※24、ないし
は特許発明の本質的部分が実施されていること※25を要する
旨を述べる見解（便宜的に「構成要件所在地説」と呼ぶ）、
当該特許発明の効果がわが国の領域内で発現している場合に
わが国の特許権の侵害が肯定される旨を述べる見解（便宜的
に「効果地説」と呼ぶ）※26、侵害被疑者がわが国の領域内
で自覚的に何らかの行為を行っており、かつ、その行為が発
明の効果の発生に直接的に関係しており、その効果がわが国
の領域内で実現していることを要すると説く見解（便宜的に
「行為地・効果地折衷説」と呼ぶ）※27、当該特許発明の実施
がわが国の市場に影響を与えていることを要する旨を述べる
見解（便宜的に「市場地説」と呼ぶ）※28、わが国の領域内
で主要な行為が行われており、かつ、わが国の排他的市場が
実質的に害されている場合であるとする見解（便宜的に「行
為地・市場地折衷説」と呼ぶ）※29、上記の各見解が挙げて
いるような要素を総合的に評価して決すべきであるとする見
解（便宜的に「総合考慮説」と呼ぶ）※30などがある。
本判決はＹ配信とその結果としてのＹシステムの構築に
よって実質的にわが国の領域内においてＹシステムを生産し
ていると評価するのが相当であるとする理由として、①わが
国でＹサービスを提供する際の情報処理の過程としてなされ
ること、②わが国に所在するユーザ端末を含むＹシステムを
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構成していること、③Ｙシステムの処理の結果が同システム
を構成するわが国に所在するユーザ端末上に表示されるこ
と、④ＸがＸ特許を有することとの関係においてＹ配信やそ
の結果として構築されるＹシステムがＸに経済的な影響を及
ぼさないというべき事情もうかがわれないこと――を挙げ
る。そうすると、本判決は前記各見解のうち、総合考慮説に
よったものと考えられるが、上記各要素のうち、①は行為地
説、②は構成要件所在地説、③は効果地説、④は市場地説が
それぞれ挙げている要素に相当すると考えられる。
上記の判示は、そもそも特許権が特許発明の業としての実
施を特許権者に独占させることで（特68条）、そこから得ら
れる経済的利益を特許権者に独占的に得させるものであると
ころ、そのようなわが国の特許権の独占性や特許権者の得る
べき経済的利益に影響を与える場合には、特許発明の保護を
図るのが妥当であるという観点からであろう※31。
上記④については、その影響は実施行為がなされた結果と
して生じるものであるから、その前段階である実施に該当す
るか否かを判断する際にその影響を考慮することは論理的に
整合しないといった指摘や、特許権者がわが国の領域内で特
許発明を実施していれば特許権の侵害になり、そうでなけれ
ば侵害にならないとする帰結は公平でないといった指摘※32

がなされている。また、いずれの要素を重視するかによって、
わが国の特許権の効力が及ぶか否かが不明確であるといった
総合考慮説に対する批判※33が本判決にも当てはまる。
そうであれば、領域限定説的なアプローチではなく、領域
無限定説的なアプローチを採用して、通則法17条以下の規定
に基づいて準拠法を決定して適用したほうが、少なくとも連
結点が通則法の規定上明記されているため、適用されるべき
法についての当事者の予測可能性は担保される。
また、本判決が挙げている上記の各要素は、例外的にわが
国の特許権の効力を領域外に及ぼそうとすることを正当化す
るための要素であるから仕方ないことかもしれないが、見方
によってはわが国の特許権の効力はわが国の領域外へと広範
に及ぶことになり、わが国の特許権の侵害を主張する者に
とって有利な要素ばかりである。
そうであれば、領域無限定説的なアプローチを採用し、当
該渉外的法律関係にとって最も密接な関係を有する地を少な
くとも形式上は中立的な連結点として準拠法を指定する通則
法17条以下に基づいて準拠法を決定して適用したほうが、当
事者の公平を図ることができるように思う。

そもそも、本判決がいうわが国の領域内においてのみ認め
られるわが国の特許権の「効力」が排他的独占効のことであ
るとして、わが国の領域外に特許発明の構成要素があったり、
そこで実施行為がなされたりした場合に、それを踏まえてわ
が国の特許権侵害の成否を判断しても、それはわが国の領域
外で生じている事象を考慮しているだけであって、わが国の
特許権の効力を及ぼすことにはならないであろう※34。
また、本判決が判示する特許権の効力が排他的独占効のこ
とであるとして、前述の領域無限定説の立場に立ったとして
も、通則法17条以下の規定により準拠法が決定され適用され
るのであるから、世界中のあらゆる法域における発明の実施
行為についてわが国の特許法が適用され、わが国の特許権の
排他的独占効が及ぶことにはならない。
そして、領域限定説または領域無限定説のいずれの立場に
立つにしても、わが国の領域外に特許発明の構成要素の一部
があったり、その実施行為の一部が行われたりした場合に、
わが国の特許権を直接侵害することになり得る場合があると
しても、それに基づく権利行使ないし法的救済が際限なく認
められるわけではない※35。すなわち、特許制度が法域ごと
に構築されており、特許権による発明の保護が法域ごとに図
られているという厳然たる事実があるところ、わが国の特許
権による発明の保護の実効性が担保できる範囲で権利行使な
いし法的救済が図られれば足り、それ以上の権利行使ないし
法的救済を認めるとすれば、わが国の特許権は他の法域にお
ける特許権との間で抵触を生じることになるためである。
本件についていえば、Ｙ配信を直接的に阻止するような措
置を米国内において取ることは困難を伴うが、Ｙが日本国内
に財産を保有していれば、間接強制による金銭支払命令を得
てこれを執行することができるし（民訴３条の３第３号）、
日本国内にある端末から米国内に所在するＹが設置・管理し
ているサーバを操作してＹファイルを日本国内に所在する
ユーザ端末に配信させたりしないようにしたり、同ユーザ端
末から米国内に所在するＹが設置・管理しているサーバにア
クセスすることを制限したりすることが考えられよう※36。
以上の検討より、領域無限定説のアプローチから通則法17

条以下の規定によりわが国の特許法を準拠法として適用すべ
きであったと考えるが、Ｙ配信によるＹシステムの構築が特
２条３項１号所定の生産に当たるとした点には賛成する。
よって、本判決の結論には賛成するが、理由には反対する。

（なかがわ きよむね）
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